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令和４年第１回野洲市議会定例会提出案件 

 

１ 専決処分 １件 

□議第１号 専決処分につき承認を求めることについて 

（令和３年度野洲市一般会計補正予算（第10号）） 

①予算額 

・補正前予算額    ２５，１４０，５１４千円 

・補正額              ８３９千円 

・補正後予算額    ２５，１４１，３５３千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・繰越金の増額（839千円） 

【歳出】 

・新型コロナウイルス感染拡大により自宅待機となった要援護在宅療養高齢者等への

食料等配送事業費の計上（839千円） 

 

２ 新年度予算 １０件 

□議第２号 令和４年度野洲市一般会計予算 

□議第３号 令和４年度野洲市国民健康保険事業特別会計予算 

□議第４号 令和４年度野洲市後期高齢者医療特別会計予算 

□議第５号 令和４年度野洲市介護保険事業特別会計予算 

□議第６号 令和４年度野洲市墓地公園事業特別会計予算 

□議第７号 令和４年度野洲市基幹水利施設管理事業特別会計予算 

□議第８号 令和４年度野洲市工業団地等整備事業特別会計予算 

□議第９号 令和４年度野洲市水道事業会計予算 

□議第10号 令和４年度野洲市下水道事業会計予算 

□議第11号 令和４年度野洲市病院事業会計予算 

 

３ 補正予算 ５件 

□議第 12号 令和３年度野洲市一般会計補正予算（第 11号） 

①予算額 

・補正前予算額    ２５，１４１，３５３千円 

・補正額          ９３７，３００千円 

・補正後予算額    ２６，０７８，６５３千円 
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②補正の概要 

【歳入】 

・個人市民税（70,452 千円）、法人市民税（28,291 千円）、固定資産税の現年分

（73,925千円）及び猶予特例分（111,361千円）の増額 

・普通交付税の追加交付による増額（417,652千円） 

・児童手当の減額による国庫負担金の減額（△35,021千円）及び県負担金の減額 

 （△6,850千円） 

・民間保育所運営委託費等の減額に伴う国庫負担金（△34,850 千円）及び県負担金

（△17,425千円）の減額 

・社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）の内示に伴う国庫補助金の減額 

 （△45,943千円） 

・保育士等の処遇を改善することを目的とした国庫補助金の計上（6,487千円） 

・ふるさと納税に係るまちづくり寄附金の増額（585,000千円） 

【歳出】 

・減債基金への積立て（344,543千円）、まちづくり基金への積立て（585,000千円） 

・児童手当の決算見込みに伴う減額（△48,720千円） 

・民間保育所に対する保育所運営委託料（△67,070千円）及び施設型給付費 

 （△2,630千円）の決算見込みによる減額 

・社会資本整備総合交付金の内示及び対象事業の精算に伴う工事請負費の減額 

 （△63,480千円） 

・民間保育所や学童保育所等に係る保育士等処遇改善臨時特例交付金の計上 

 （5,987千円） 

・ふるさと納税制度の実施に係る必要経費の増額（389,081千円） 

・中主小学校旧館校舎改築工事等の精算に伴う小学校施設整備費の減額 

 （△98,402千円） 

・野洲北中学校北校舎及び体育館大規模改修工事の精算に伴う中学校施設整備費の減

額（△108,615千円） 

 

□議第 13号 令和３年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

①予算額 

・補正前予算額    ４，８４１，０１７千円 

・補正額          ２２，１０２千円 

・補正後予算額    ４，８６３，１１９千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・決算見込みによる国民健康保険税の減額（△32,679千円） 
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・災害臨時特例補助金の交付見込みによる増額（4,782 千円）及び保険基盤安定繰入

金等の確定による一般会計繰入金の増額（27,897千円） 

・保険給付費の決算見込みによる保険給付費普通交付金の増額（22,101千円） 

【歳出】 

・一般被保険者療養給付費の決算見込みによる増額（20,000千円） 

・出産育児一時金の決算見込みによる増額（2,100千円） 

・災害臨時特例補助金の増額に伴う国民健康保険事業費納付金の財源更正 

 

□議第 14号 令和３年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

①予算額 

・補正前予算額    ６４７，４５１千円 

・補正額        ２０，４３２千円 

・補正後予算額    ６６７，８８３千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・後期高齢者医療保険料の決算見込みによる特別徴収保険料の増額（1,665千円） 

 及び普通徴収保険料の増額（15,469千円） 

・保険基盤安定繰入金の確定に伴う増額（3,298千円） 

【歳出】 

・後期高齢者医療保険料の納付及び保険基盤安定繰入金の確定に伴う後期高齢者医療

広域連合納付金の増額（20,432千円） 

 

□議第 15号 令和３年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

①予算額 

・補正前予算額    ５，０１２，７８４千円 

・補正額          △ ７，８８６千円 

・補正後予算額    ５，００４，８９８千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・地域支援事業費の減額に伴う国庫支出金（△2,569千円）、支払基金交付金 

 （△2,775 千円）、県支出金（△1,284 千円）及び一般会計繰入金（△1,284 千円）

の減額 

【歳出】 

・介護予防・生活支援サービス事業について、決算見込みによる訪問型サービス給付

費（△2,450千円）及び通所型サービス給付費（△4,500千円）の減額 
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□議第 16号 令和３年度野洲市病院事業会計補正予算（第４号） 

①予算額 

【収益的収入及び支出】 

 〔収入〕 

・現計予算額     ３，０５１，１３６千円 

・補正予算額     １，２８６，１９３千円 

・補正後予算額    ４，３３７，３２９千円 

 〔支出〕 

・現計予算額     ３，０５１，１３６千円 

・補正予算額        ２１，０９０千円 

・補正後予算額    ３，０７２，２２６千円 

【資本的収入及び支出】 

 〔収入〕 

・現計予算額       ５３３，７３０千円 

・補正予算額             ０千円 

・補正後予算額      ５３３，７３０千円 

②補正の概要 

【収益的収入】 

・一般会計補助金（地方創生臨時交付金）の増額（10,959千円） 

・国庫補助金（新型コロナ医療提供体制確保支援事業）の減額（△6,500千円）及び 

 県補助金（新型コロナ入院病床確保事業、看護職員等処遇改善事業等）の増額 

 （1,281,734千円） 

【収益的支出】 

・看護職員等処遇改善に係る手当の増額（1,090千円） 

・修繕費の増額（20,000千円） 

【資本的収入】 

・国庫補助金（新型コロナ医療提供体制確保支援事業）の計上（6,500 千円）及び県

補助金（新型コロナ設備整備事業）の計上（80,500千円） 

・病院事業債の減額（△87,000 千円） 

 

４ 条例制定・改廃 １４件 

□議第 17 号 野洲市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二

の主務省令で定める事務及び情報を定める命令が改正されたことにより、オンライン

による健康保険証に関する資格確認が可能となったことを受け、所要の改正を行う。 
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・第１条及び第５条第１項 命令改正による条ずれに伴う改正。 

・別表第２の１及び３ 健康保険法等資格者等関係情報、健康保険法等支給関係情

報を追加 

・別表第２の２ 健康保険法等資格者等関係情報を追加 

・別表第２の４ 健康保険法等支給関係情報を追加 

施行日 令和４年４月１日 

 

□議第 18号 野洲市水防協議会条例の一部を改正する条例 

多発する水害への備えを機動的に行うため、また、今後の組織改編にも柔軟に対応

するため、水防協議会の委員数を限定しないこととするなど、所要の改正を行う。 

・第２条 水防協議会委員の構成人数の規定を削除するとともに、構成人数以外の

規定においても水防法の規定との整合を図るため、第２条を削除 

・その他文言修正 

施行日 公布の日 

 

□議第 19号 野洲市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

次の附属機関を新規に設置するため、所要の改正を行う。 

○「野洲市総合計画・総合戦略評価委員会」 

第２次野洲市総合計画及び第２期野洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略の施

策評価・検証等を行うための機関として新規設置。 

・「野洲市総合計画・総合戦略評価委員会」を別表第１に追加 

施行日 令和４年４月１日 

 

□議第 20号 野洲市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

令和３年８月に人事院が行った「公務員人事管理に関する報告」及び「国家公務員

の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出」の中で明らかにされた「妊

娠・出産育児等と仕事の両立支援のために講じる措置」として、非常勤職員の育児休

業等の取得要件の緩和等に関して、所要の改正を行う。 

・第２条 非常勤職員の育児休業・部分休業の取得要件のうち「引き続き在職した

期間が１年以上」との要件を廃止。 

・第 23条 妊娠又は出産等についての申出があった場合の措置について新たに規定 

・第 24条 勤務環境の整備に関する措置について新たに規定 

施行日 令和４年４月１日 
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□議第 21 号 野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び野洲市長等の給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例 

令和３年８月の人事院勧告による期末手当の支給月数の引下げに関し、国家公務員

のうち特別職の給与改定について、一般職の国家公務員の給与改定に準じた法改正を

行う予定であり、本市議会議員、市長等の期末手当についても同様の改定を行うため、

所要の改正を行う。 

〇野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正 

【第１条】 

・期末手当の引下げ 1.675月→1.625月（△0.05月） 

〇野洲市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正 

【第２条】 

・期末手当の引下げ 1.675月→1.625月（△0.05月） 

〇野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正 

・付則第２項 令和３年 12 月の期末手当について、人事院勧告どおり改定した場

合と同様の結果となるように措置するための規定 

〇野洲市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正 

・付則第３項 令和３年 12 月の期末手当について、人事院勧告どおり改定した場

合と同様の結果となるように措置するための規定 

施行日 公布の日 

 

□議第 22号 野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

令和３年８月の人事院勧告による期末手当の支給月数の引下げに関し、国家公務員

の期末手当が改定される見込みであることを受け、本市職員の期末手当について、勧

告に準じた所要の改正を行う。また、災害対応や業務における臨時又は緊急の必要性

から、管理職員が休日や深夜の時間帯にやむを得ず勤務しなければならない場合の給

与上の措置として、管理職手当制度の補完対応を図るため、管理職員特別勤務手当の

取扱いに係る改正を行う。 

〇野洲市職員の給与に関する条例の一部改正 

・第 20条の２ 管理職員特別勤務手当の支給方法等の改正 

週休日、祝日法による休日等、年末年始の休日等を管理職員特別勤務手当の

対象とするとともに、午後 10 時から午前５時までの支給方法を勤務時間数から

勤務回数に見直し、運用の改善を行うことで、管理職員の給与上の補完措置を

図る。 

・第 21条 期末手当の引下げ 

正規職員 ： 1.275月 → 1.20月（差額分 △0.075月） 

再任用職員： 0.725月 → 0.675月（差額分 △0.05月） 
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・付則第２項 令和３年 12 月の期末手当について、人事院勧告どおり改定した場

合と同様の結果となるように措置するための規定 

〇野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正 

・付則第４項 期末手当の引下げに伴う対応 

〇野洲市企業職員の給与等に関する条例の一部改正 

・付則第５項 管理職員特別勤務手当の支給方法等の改正に伴う対応 

施行日 公布の日 

 

□議第 23号 野洲市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

保険税率等の見直し及び「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険

法等の一部を改正する法律」、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保

険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令」が公布さ

れたことにより、所要の改正を行う。 

〇保険税率等の見直しに伴う改正 

・第３条から第 11 条 被保険者に係る医療保険分の所得割額、均等割額及び平等

割額並びに後期高齢者支援金分及び介護給付金分に係る均等割額及び平等割額

を改正 

◇医療保険分 

 改 正 前 改 正 後 

所得割 基準総所得金額 × 6.71％ 基準総所得金額 × 6.22％ 

均等割 被保険者(加入者)１人につき 

29,084円 

被保険者(加入者)１人につき 

26,900円 

平等割 １世帯につき 21,344円 

特定世帯 10,672円 

特定継続世帯 16,008円 

１世帯につき 18,600円 

特定世帯  9,300円 

特定継続世帯 13,950円 

◇後期高齢者支援金分 

 改 正 前 改 正 後 

所得割 基準総所得金額 × 2.27％ 改正なし 

均等割 被保険者(加入者)１人につき 

9,713円 

被保険者(加入者)１人につき 

9,700円 

平等割 １世帯につき 7,128円 

特定世帯 3,564円 

特定継続世帯 5,346円 

１世帯につき 7,100円 

特定世帯 3,550円 

特定継続世帯 5,325円 
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◇介護納付金分 

 改 正 前 改 正 後 

所得割 基準総所得金額 × 2.22％ 改正なし 

均等割 被保険者(加入者)１人につき 

11,425円 

被保険者(加入者)１人につき 

11,400円 

平等割 １世帯につき 5,703円 １世帯につき 5,700円 

・第 23 条 保険税率等の見直しに合わせて、その額を基に算出される軽減措置に

係る７割軽減、５割軽減及び２割軽減の軽減額を改正 

〇法改正等に伴う改正 

・第３条、第４条、第５条 規定の明確化（「基礎課税額の」を追加） 

・第６条 不要な規定の削除（「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」削除） 

・第 15条 所要の規定の整備（「同条」を「その減額後」に改正） 

・第 23 条 法規定の新設に合わせて新設（未就学児の被保険者均等割額の減額に

ついて第２項を新たに規定）規定の明確化（「基礎課税額の」を追加） 

・その他 法改正等による条項ずれに伴う改正、文言修正 

施行日 令和４年４月１日 

 

□議第 24号 野洲市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

子育て世帯への経済的支援及び子どもの保健の向上の推進を図ることを目的に、子

ども医療費助成の対象者を小学６年生までに拡大するため、所要の改正を行う。 

・子どもの通院医療費について、小学３年生までを助成対象としている現行の制度

から、小学４年生から小学６年生についても、下記自己負担金を控除した額を助

成するよう該当箇所を改正。 

自己負担金：小学３年生までと同様に１診療報酬明細書当たり 500 円（調剤報酬

明細書には適用しない）また、県内医療機関での入院についても、

小学３年生までと同様に現物給付 

施行日 令和４年 10月１日 

 

□議第 25 号 野洲市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正

する条例 

近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、災害リスクの高いエリアにおいて開発等

を抑制する観点から、都市計画法、同法施行令及び同法施行規則が改正されたことに

伴い、所要の改正を行う。 

・第２条及び第３条 市街化調整区域において特例的に開発等を認める法第 34 条第

11号及び同条第 12号により条例で指定する土地の区域について、政令に定める災

害リスクの高い区域を除外 

施行日 令和４年４月１日 



9 
 

□議第 26号 野洲市地域ふれあい公園条例の一部を改正する条例 

地域ふれあい公園の設置又は廃止について、必要事項を公告する手続とすることに

より、手続の簡素化と市民への迅速な周知を図るため、所要の改正を行う。 

・第２条 地域ふれあい公園を設置又は廃止する際には、別表の改正手続を行って

いたが、名称、位置及び利用開始又は廃止の期日を公告する手続に改正 

・別表 手続の変更に伴い削除 

施行日 公布の日 

 

□議第 27 号 野洲市消防団員の定数、任免、給与、服務、懲戒等に関する条例の一部

を改正する条例 

近年、特に風水害を中心とする災害が多発化・激甚化する中、消防団に求められる

役割は多様化・複雑化しており、消防団員個人の負担も増加していることから、報酬

額を引き上げる処遇改善のため、所要の改正を行う。 

・別表第１ 年額報酬の改正 

区分 報酬の額（年額） 

団長 67,000円 → 72,000円 

副団長 55,000円 → 60,000円 

分団長 43,000円 → 48,000円 

副分団長 30,000円 → 35,000円 

部長 27,000円 → 32,000円 

班長 21,000円 → 26,000円 

団員 15,000円 → 23,000円 

・別表第２ 出動報酬の改正 

区分 金額 

非常出動 １回につき 2,100円 → 3,500円 

訓練等出動 １回につき 1,700円 → 2,000円 

施行日 令和４年４月１日 

 

□議第 28号 野洲市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律が公布され、 同

法附則第 65条において消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部が改

正されたことにより、所要の改正を行う。 

・第３条第２項 株式会社日本政策金融公庫等が行う恩給・共済年金担保融資制度

の廃止に伴い、ただし書を削除 

施行日 令和４年４月１日 
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□議第 29号 野洲市使用料条例等の一部を改正する条例 

行財政改革の取組として、利用者に適正な受益者負担を求めることとし、統一した

基準により使用料の見直しを行った結果を受け、各施設等の使用料に係る条例の規定

について、所要の改正を行う。 

〇【第１条】野洲市使用料条例の一部改正 

・使用料改定：通学バス、学校施設、図書館、歴史民俗博物館、コミュニティセ

ンター、田園空間センター、総合体育館、Ｂ＆Ｇ海洋センター、なかよし交流

館、コミュニティバス、市民農園、蓮池の里グラウンドゴルフ場、クリーンセ

ンター会議室 

〇【第２条】野洲市立保育所における延長保育及び野洲市立幼稚園における預かり

保育等に関する費用徴収条例の一部改正 

・使用料改定：通園バス 

〇【第３条】野洲市都市公園条例の一部改正 

・使用料改定：野洲川河川公園 

〇【第４条】野洲市一般廃棄物処理施設条例の一部改正 

・有料施設から蓮池の里グラウンドゴルフ場を削除 

〇【第５条】野洲市図書館条例 

・有料施設に工房室を追加 

施行日 令和４年 10月１日（第１条中別表第 19の改正規定は令和４年４月１日、第

１条中第３条第１項第３号及び別表第 14 並びに第２条の改正規定は令和５年４月

１日） 

 

□議第 30号 野洲市手数料条例の一部を改正する条例 

行財政改革の取組として、利用者に適正な受益者負担を求めることとし、統一した

基準により手数料の見直しを行った結果を受け、各種証明書や許可申請等の手数料に

係る条例の規定について、所要の改正を行う。 

〇【市民課所管分】 

・別表第１、別表第２、別表第４ 住民票、印鑑登録等に係る窓口発行手数料 

300円 → 350円 

〇【税務課所管分】 

・第２条第１項第 11 号～第 14 号、別表第 10 所得証明、課税証明等窓口発行手

数料 300円 → 350円 

〇【納税推進課所管分】 

・別表第２ 納税証明書等発行手数料 300円 → 350円 

〇【住宅課所管分】 

・別表第６、別表第７ 租税特別措置法関係、開発許可審査手数料 県条例に合

わせて改正 



11 
 

〇【クリーンセンター所管分】 

・別表第 13 一般廃棄物搬入手数料 （例）家庭系可燃ごみ 100円/10kg 

 → 120円/10kgまでごとに 

〇【その他関係各課所管分】 

・第２条第１項第 15号 その他一般証明発行手数料 300円 → 350円 

施行日 令和４年 10月１日 

 

※市民課及び税務課所管の証明書の一部についてはコンビニ交付が可能だが、マイ

ナンバーカード取得推進と市民の利便性向上を図るため、コンビニ交付手数料は

現行どおり据え置く。 

 

５ その他 ３件 

□議第 31号 名神高速道路跨道橋（里原橋）の撤去工事に係る協定の変更について 

令和２年６月 25日に議決を得た、名神高速道路跨道橋（里原橋）の撤去工事に係る

協定を変更することについて、地方自治法第 96条第１項第５号及び野洲市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の

議決を求める。 

【変更内容】 

・撤去工事完了に伴う事業費変更による減額 

記 

①協定変更金額 

  変更前協定金額      ３５７，６７０，５００円（令和２年６月議決） 

  変更減額分        △ ３６，９９１，９０４円 

  変更後協定金額      ３２０，６７８，５９６円 

②協定の相手方      大阪府茨木市岩倉町１番 13号 

             西日本高速道路株式会社関西支社 

             支社長  

 

□議第 32号 事業契約の変更について（野洲市余熱利用施設整備運営事業） 

平成 30年６月 28日に事業契約の議決を得、令和３年３月 24日に変更議決を得た野

洲市余熱利用施設整備運営事業において、契約金額を変更することについて、民間資

金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12条の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

【変更内容】 

・運営業務費の物価変動による増額 
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記 

①事業契約変更金額 

  変更前事業契約金額  ２，６４０，２１０，８３０円（令和３年３月変更後） 

  変更増額分         １３，７８４，７５６円 

  変更後事業契約金額  ２，６５３，９９５，５８６円 

②維持管理業務（警備保安業務を除く）の物価変動 

  企業向けサービス価格指数 … 労働者派遣サービス（日本銀行調査統計局） 

平成 30年平均 令和３年８月（確報） 改定率 

101.63 105.3 3.6％ 

③契約の相手方      滋賀県野洲市大篠原 3333番地６ 

             野洲すいむ８ＮＥＸＴ－ＰＦＩ株式会社 

             代表取締役  

 

□議第 33号 第２次野洲市環境基本計画の改訂について 

第２次野洲市環境基本計画を改訂することについて、野洲市議会基本条例第 11条の

規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

６ 人事案件 ２件 

□議第 34号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて 

下記の者を人権擁護委員に推薦することについて、人権擁護委員法第６条第３項の

規定に基づき、議会の意見を求める。 

記 

氏  名 住    所 生 年 月 日 

三村
み む ら

 益夫
ま す お

   

※任期   令和４年７月１日から令和７年６月 30日（３年間） 

 

□議第 35号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて 

下記の者を人権擁護委員に推薦することについて、人権擁護委員法第６条第３項の

規定に基づき、議会の意見を求める。 

記 

氏  名 住    所 生 年 月 日 

新庄
しんじょう

 寬子
ひ ろ こ

   

※任期   令和４年７月１日から令和７年６月 30日（３年間） 


